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勝山市新型コロナウイルス感染予防推進宣言書

以下の新型コロナウイルス感染症防止対策を実施することを宣言します。

令和 年 月 日

店舗名 責任者名 ㊞
※感染症防止対策の徹底のため、極力全項目がチェックできるよう努めましょう。

【必須事項】 ※必ずチェックをしてください。

【推奨事項】

No 内 容 チェック

1
国の業種別ガイドライン（ない場合は福井県のガイドライン暫定版）を遵守し

ます。
□

2 福井県の「感染防止徹底宣言」ステッカーの利用規約に同意します。 □

3
登録施設・店舗名や住所等の情報を、感染症対策に取り組んでいる事業者とし

て勝山市ホームページ等に公開（紹介）することに同意します。
□

4
従業員（関係者）の健康チェックをし、体調不良（家族含む）を申し出た場合や

濃厚接触の疑いがある場合は、積極的に必要な検査受診を進め、休養させます。
□

5
利用者同士の間隔確保（できるだけ 2ｍ。最低 1ｍ）するとともに、会計時等に

おける行列の間隔を確保する床サイン等を実施します。
□

6
入場時の健康確認（発熱がある方の入場は控えていただくようポスターなどで

周知）を行います。
□

7 頻繁な換気（窓開けによる通気のよい換気を 1時間に 2回以上）を行います。 □

8
従業員のマスク着用を徹底し、利用者のマスク着用を呼び掛けます。（従業員と

利用者が対面する場合はアクリル板やビニールカーテンなどで遮断）
□

9
入口及び施設内に手指消毒設備を設置し、従業員及び入場者の手指消毒を徹底

します。
□

10
多数の人が触れる場所（テーブル、イス、ドアノブ、電気のスイッチ、レジ、蛇

口等）は、重点的に消毒を実施します。
□

11 利用者に対し、対策の徹底を呼びかけ（ポスターや放送等）ます。 □

12
福井県、勝山市又はその指示を受けた者が施設に連絡もしくは訪問し、感染防

止対策について確認することを求めた場合には協力します。
□

13
施設利用者に対して国の接触確認アプリ（COCOA）の利用促進など追跡対策に協

力します。
□

No 内 容 チェック

1 感染症防止対策の実施に責任を持つ「対策実施責任者」を選任します。 □

2
発症時における迅速な利用者の追跡のため、あらかじめ利用者の連絡先を把握

します。
□

3
多数来店の対策として、予約制の導入や営業時間短縮等により入場制限を行い

ます。
□

4
キャッシュレス決済の積極的な導入を行い、現金の場合はトレーを介した受け

渡しとします。
□

5
ペーパータオルを設置（トイレ等での共用タオル・ハンドドライヤーの禁止）し

ます。
□

6 ユニフォームや衣服は毎日洗濯ないし交換します。 □
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【推奨事項（つづき）】

【業種別事項】

No 内 容 チェック

7

鼻水や唾液のついたごみは、しっかりと密閉して廃棄します。ごみの回収や使

用済みの食器を扱う際には、必ず手袋の着用もしくは、処理後の石鹸と流水に

よる手洗いを徹底します。

□

8 トイレの蓋を閉めて汚物を流すことを周知徹底します。 □

9
日頃の行動制限（３密などのリスクがある場所への移動を控える等）を徹底し

ます。
□

No 項 目 内 容 チェック

1

飲食店

テーブル間にパーティションを設置し、テーブルでの会計を実施

します。
□

2
酒類の提供時間の短縮やテレビ上映の停止等により、滞在時間を

短縮します。
□

3
可能な限り大皿での取分け方式を控え、多数の人が共通の調理器

具を使うビュッフェ方式（サラダバーを含む）も控えます。
□

4

小売業

混雑する場合、特定の時間帯を高齢者、障がい者、妊婦の方等に

優先入店させる時間帯を設定します。
□

5 タイムセール等の際、密集が発生しないよう工夫します。 □

6
試食コーナー、包装無し販売形式、従業員によるマイバッグへの

詰め替えを取りやめます。
□

7
観光業

（宿泊施設） 浴場、ロビー等の共用スペースは、可能な限り宿泊

者別の時間設定を行うなど、利用者をコントロールします。
□

8 （観光施設）入場者を制限し、滞在時間が短くなるようにします。 □

9

カラオケ

カラオケボックスの個室は３０分に１回以上、数分間程度、扇風

機活用により扉から換気します。館内の換気にも特に留意します。
□

10

歌唱にあたってのマスク着用又はパーティションの設置、スタン

ドマイクを活用します。歌唱者以外の者の声援や応援、入り待ち

や出待ちを控えます。

□

11

パチンコ店

利用できるパチンコ台を一つ置きにする、距離を開ける等、複数

人が密接する状況を削減します。
□

12
大声で会話するリスクを避けるため、大音量でのＢＧＭを控えま

す。
□

13
接待を伴う

飲食店

対面接待を避けるための席の配置の見直しや入場制限等、従業員

と利用者の間のソーシャル・ディスタンシングを徹底します。
□

14
カラオケの利用を自粛、又はマスクを着用あるいはパーティショ

ンの設置の上で歌唱します。
□

15
理美容業、

マッサージ

施術者、利用者双方のマスク着用等により飛沫感染リスクを減ら

します。待合室での利用者間の距離を確保します。
□

16
合唱サークル、

カラオケ教室等

大声または大人数での歌唱、声援行為は、屋外または、少人数毎

に分けて行います。 歌唱が終わるたびに頻繁に換気します。
□


